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回答 

＜田端西地区の問題について＞            【田端拠点づくり課】 

お手紙の中で寒川町に対するご意見を読み取って回答させていただきます。 

 

まず、「田端自治会と町との約束があるのに一度も何の話もなく区画整理組合と行政西

地区担当者で下水道工事費の半分を地元で出す様、ことが進められています。」との件に

ついて回答いたします。 

 

田端西地区の下水道整備については、平成５年に町が美化センターを更新する際、田端

自治会及び田端都市計画審議委員会の要望に対し町が回答した文書の中に記載がありま

す。ご提案者様のご指摘は、「田端自治会と町とのやりとりが、田端自治会から「田端西

地区土地区画整理組合設立準備会」（以下、組合設立準備会という）と町になってしまっ

た。よって、田端自治会に対しは何も説明していないのでは？」との事だと思います。 

これには次の経緯があるため、町は組合設立準備会に対して説明をしてきました。 

 

下水道整備については、平成 29 年に田端自治会として田端西地区にお住まいの方の了

解が得られれば土地区画整理事業で整備する事でよしとするとの事でした。 

確かに自治会の会員の中にはこの事に満足されない方もいたようですが、大勢の方がこ

の事でよしとするとの結論になったと聞いています。それを受けて、町は田端西地区にお

住まいの方に個別訪問を行い、事情を説明したところ、概ねの方はご理解いただけました

ので、下水道整備については組合設立準備会へ向けての説明をしてきたところです。 

また、土地区画整理事業で整備される公共施設（道路・公園・下水道）等の費用につい

ては、町からの助成金で実施しています。 

よって、下水道工事費についても、道路工事費などと同様に町の助成金を充当しており、

下水道工事費の半分を田端西地区の組合員が負担しているとのご指摘には、あたりません。 

 

次に「寒川地区で下水道工事費を出した地域が有ったらお知らせください」との件につ

いて回答いたします。 

 

寒川町には田端西地区と同様の組合施行の土地区画整理事業の先例はありません。しか

し、都市計画法に基づく開発行為や寒川町開発指導要綱による開発行為で公共施設が整備

される事例があります。例えば一定の区域について、道路を造って宅地分譲する場合など

は、道路内に埋設する下水道本管は開発許可を受けた者が自費により設置します。そして、

工事完了後には町が管理を引き継ぎます。 

 

また、「この件を町民の皆さんに知ってほしく、今年５月に町民窓口課に行った所、田

端西地区の担当者がすぐに来て、私の持参した資料をその場で没収されてしまいました」

との件について回答いたします。 

 

この件については、令和４年５月にご提案者様が町民窓口課に来られた際、対応した職

員が田端拠点づくり課の職員を呼んだ際の事だと思います。この時、持参した資料を「没

収された」との事ですが、町の認識としては、ご提案者様が資料を持って事情を説明され



た後、お帰りになる際にコピーがあるからと置いていかれたもので、資料をそのままカウ

ンターに放置する訳にもいかないため、町で保管したのが正確なやりとりだと思います。 

「没収」という言葉の意味は「強制的に取り上げること」であり、ご提案者様から町職

員が強制的に資料を取り上げた事実はありませんので、お手紙の中で「没収されてしまい

ました」との記載は事実と異なると思います。 

 

以上、いただいたお手紙の内容から、寒川町に対するご意見を３点として回答させてい

ただきました。 

なお、田端西地区での下水道整備については、過去、ご提案者様より同様の内容に関す

る町長あての手紙をいただきまして、令和３年７月 19 日に文書にて回答しております。 

よろしくお願いいたします。 

 

 


